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令和８年度諫早市一般廃棄物処理実施計画 

 

Ⅰ 目的 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項に基づ

き、令和８年度諫早市一般廃棄物処理実施計画を次のとおり定める。 

 

Ⅱ 計画期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

Ⅲ 計画区域 諫早市全域 

 

Ⅳ 一般廃棄物処理に関する計画 

 １ ごみ 

１） 発生量の見込み 
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２） 中間処理量の見込み 

施設名 処理方法 ごみの種類   処理量（ｔ） 

県央県南クリーン 

センター 

 40,762 

全連続燃焼

式ストーカ

炉方式 

もやすごみ、束ねるごみ（可燃物） 21,683 

直接搬入もやすごみ 
19,079 

不燃物 

再生センター 

 5,544 

圧縮・選別 空きかん 298 

空きびん 284 

金属（粗大、束ねる、その他） 511 

有害（蛍光管、電池） 69 

瓦・陶磁器（有効砂） 306 

もやすごみ残渣 4,076 

堆肥化施設  48 

堆肥化 生ごみ 48 

再生業者  1,684 

分別・保管 ペットボトル 372 

資源物 1,312 

 ※ここでは、中間処理量として各処理施設への搬入量を示す。 

 

３） 最終処分量の見込み 

施設名 ごみの種類 処分量（ｔ） 

諫早市一般廃棄物最終処分場 1,111 

 瓦・陶磁器 306 

土砂類 298 

処理後不燃物残渣 507 

 

２ し尿及び浄化槽汚泥に関する計画 

 収集量及び処理量の見込み 

区  分 収集量（kℓ） 処理量（kℓ） 

総収集量 30,030 30,030 

 し尿 14,752 14,752 

浄化槽汚泥 15,278 15,278 

※令和８年９月から諫早中央浄化センターでし尿の共同処理開始予定。 
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３ 収集・運搬計画 

１）ごみ収集形態  

家庭系ごみの収集運搬は委託業者で行う。事業系ごみは、事業者自ら行うか又は許可

業者によって行う。 

 

２） 分別区分・収集頻度等 

分別区分 収集頻度 収集方法 排出容器 

もやすごみ 週２回 

ステーション方式 

指定袋 

空きかん 月２回 指定袋 

空きびん 月２回 指定袋 

金属・有害 月２回 指定袋 

瓦・陶磁器 月２回 指定袋 

ペットボトル（※１） 月１回 指定袋 

束ねるごみ（可燃物） 週２回 収集券 

束ねるごみ（不燃物）（※２） 月１回 収集券 

粗大ごみ（※２） 月１回 収集券 

   （※１）令和８年８～９月は月２回の回収とする。 

   （※２）令和８年８～９月は回収しません。 

３） 収集しないごみ 

品   目 処理方法 

家電リサイクル法対象機器（エアコン、ブラウン管テレビ・液

晶テレビ・プラズマテレビ・有機 EL テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機）、PC リサイクル対象機器（ノートパソコ

ン、デスクトップパソコン等）、タイヤ、消火器、バイク、バッ

テリー、ピアノ、浴槽（ＦＲＰ製等）、農機具、ガスボンベ、農

薬や消毒薬の容器、太陽熱温水器、廃油、中身の入っている缶

やびん、その他処理困難なもの又は処理に危険を伴うもの。 

購入店や販売店へ相

談するか専門の処理

業者に依頼する。 

（家電４品目について

は、家電リサイクル法に

基づく処理を行う。） 

一時的に多量に出る引越、大掃除、庭木の剪定等に伴うごみで、

収集作業に支障を生じるもの。 

市が指定する処理施

設に直接搬入する。 

 

４） 収集日程 

別途作成の「令和８年度ごみと資源物カレンダー」に掲載して実施する。 

 



4 

 

５） し尿、浄化槽汚泥収集形態  

収集運搬は、許可業者によって行う。 

① 収集頻度・方法等     

区 分 収集頻度 収集方法 

し尿 概ね月１回 戸別収集 

浄化槽汚泥 年１回以上 戸別収集 

 

６ 処理施設の概要 

１）ごみ 

① 可燃物 

区   分 施 設 の 概 要 

施 設 名 県央県南クリーンセンター 

事 業 主 体 県央県南広域環境組合 

所 在 地 諫早市福田町１２５０番地 

処 理 方 式 全連続燃焼式ストーカ炉方式 

処 理 能 力 ２８７ｔ／２４ｈ（９５．７ｔ／２４ｈ×3炉） 

発 電 方 式 ボイラータービン 

発 電 能 力 ５，１００ｋＷ×１基 

対 象 ご み 可燃ごみ 

     

② 不燃物 

区  分 施 設 の 概 要 

施 設 名 県央不燃物再生センター 

事 業 主 体 県央地域広域市町村圏組合 

所 在 地 諫早市小豆崎町８９番地４ 

処 理 方 式 選別・圧縮方式 

処 理 能 力 ３０ｔ／５ｈ 

対 象 ご み 資源ごみ、不燃ごみ、不燃性粗大ごみ 

       

③ 生ごみ 

区  分 施 設 の 概 要 

施 設 名 森山資源リサイクルセンター 

事 業 主 体 諫早市 

所 在 地 諫早市森山町唐比西１５４ 

処 理 方 式 縦型密閉式強制発酵方式 

処 理 能 力 ８ｔ／日（生ごみ１ｔ/日） 
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対 象 ご み 畜糞、生ごみ、集落排水汚泥、伐採樹木 

④ ペットボトル 

収集したペットボトルについては、容器包装リサイクル法に基づき分別基準適合化物

とするため、財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定する事業所に搬入する。 

 

⑤ 最終処分場 

区  分 施 設 の 概 要 

施 設 名 諫早市一般廃棄物最終処分場 

事 業 主 体 諫早市 

所 在 地 諫早市小豆崎町２６番地 

埋 立 方 式 セル方式 

埋 立 容 量 ３１，２００㎥ 

残 余 容 量 １７，７６５㎥（令和７年度末現在） 

水処理方式 接触ばっ気方式 

処 理 能 力 ３５㎥／日 

対 象 ご み 瓦、陶磁器、処理後の不燃物、土砂類 

 

⑥ し尿及び浄化槽汚泥  

区  分 施 設 の 概 要 

施 設 名 新倉屋敷クリーンセンター 

事 業 主 体 諫早市 

所 在 地 諫早市仲沖町２１８番地１ 

処 理 方 式 高負荷脱窒素処理方式＋高度処理 

処 理 能 力 １３３ｋｌ／日 

処 理 地 域 
諫早地域、多良見地域、森山地域、飯盛地域、高来地域、小長井

地域 

備 考 

・平成２３年度に衛生センターを休止し、市内で発生する 

し尿及び浄化槽汚泥を全量受け入れることとなった。処 

理能力１３３ｋｌ／日を超える分については、希釈後公 

共下水道に排出。 

・平成２７年度には高度処理施設を一部休止し、処理水に 

ついても全量公共下水道に排出。 

・令和８年度に諫早中央浄化センター内にし尿と下水汚泥のし 

尿共同処理施設が完成し、同年９月より試運転開始予定。 
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７ 排出抑制・資源化計画 

一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ減量化及び資源化の推進を図るため、以下の取

り組みを実施する。 

 

１）ごみ減量・リサイクル意識の啓発 

① 環境学習・環境教育の充実 

地区別懇談会・出前講座の開催やエコフェスタ等のイベントを利用した環境学習及び 

環境教育の推進を図る。 

② 情報提供の推進 

市報、ＦＭいさはや、有線テレビ等各種媒体を通じてごみの排出抑制、分別徹底、再 

生利用、適切なごみの出し方に関する啓発活動に取り組む。 

  ③ ごみ減量化の啓発活動 

生ごみの水切り運動、３０・１０運動の推進、使い捨て商品使用の抑制等排出元での 

減量化を推進する。 

 

２）ごみの発生抑制の推進 

① マイバッグ運動の展開 

レジ袋の削減を図るため、婦人会・生活学校との連携及び商工会議所、商工会、関係 

事業所等と協議し、ごみ減量を図る。市職員へマイバックを持参し買い物するよう周知 

する。 

② 事業所等による簡易包装、トレイ等の店舗回収の推進 

 

３）資源物のリサイクル推進  

① 資源物回収活動 

自治会や子ども会等の住民団体によって行われる集団回収やステーション回収に対 

して再資源化奨励補助金を交付することにより古紙等の資源物回収を推進する。 

＜諫早市再資源化奨励補助金＞ 

 

 

 

 

 

② 資源物回収を推進するため、リサイクル推進員の拡充により啓発の強化を図る。 

 

 

区  分 
補  助  額 

集団回収 ステーション回収 

回 収 団 体 ５円／ｋｇ ２円／ｋｇ 

引 取 業 者 ３円／ｋｇ ３円／ｋｇ 
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③ 集団回収のない地域や家庭の事情等で長期保管が困難な場合に持ち込める「資源物ス 

トックハウス」を維持管理し、古紙等の資源物回収の促進を図る。 

＜源物ストックハウス：22箇所＞ 

区 分 設置場所 開放日 回収品目 

諫早地域（11箇所） 

市役所 

西諫早ふれあい会館 

長田みのり会館 

小野ふれあい会館 

本野ふれあい会館 

真津山出張所 

真津山出張所分室 

有喜ふれあい会館 

小栗ふれあい会館 

野中町ストックハウス 

日の出町ストックハウス 

毎 日 

新聞（折込チラシ含む） 

雑誌・雑がみ 

段ボール 

多良見地域（２箇所） 
多良見支所 

多目的研修館 
毎 日 同 上 

森山地域（１箇所） 森山支所 毎 日 同 上 

飯盛地域（２箇所） 
飯盛支所 

田結出張所 
毎 日 同 上 

高来地域（４箇所） 

高来支所 

高来西ゆめ会館 

高来公民館宇良分館 

高来西公民館深海分館 

毎 日 同 上 

小長井地域(２箇所) 
小長井支所 

小長井長里グラウンド 
毎 日 同 上 

※開放時間は９時から１７時までとする。 

 

④ 生ごみの自家処理の推進を図るため、家庭用生ごみ処理機器購入補助金を交付する。 

＜諫早市家庭用生ごみ処理機器購入補助金＞ 

種       類 補 助 率 

生ごみ処理容器 購入費の１／２ 

電気式生ごみ処理機 

基準を満たすもの 購入費の１／３ 

それ以外のもの 購入費の１／４ 
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   ※基準を満たすもの：グリーン購入法に基づくもの。補助額の上限は４万円とする。  

⑤ 事業所における資源物回収については、事業所のグループ化を図ることによって拠点 

集積場の設置など排出と回収活動の利便性を図り、資源物回収の推進を図る。 

 

⑥ 小型家電リサイクル 

    使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）が、 

   平成 25 年 4 月 1 日から施行されたことに伴い、本市では当面、通常の収集（金属・有

害袋）による回収を行い、不燃物再生センターにおいて対象品目の選別（ピックアップ

式）による資源化を実施する。 

    また、令和5年 8月から本庁及び支所の１階ロビーに小型家電回収ボックスを設置し、

回収を行っている。 

 

Ⅴ 生活排水処理に関する計画 

生活排水処理施設の整備に関する計画は、次のとおりとする。 

（所管課：上下水道局経営管理課） 

 

１ 生活排水の処理に関する計画（単位：人） 
 

項       目 令和７年度 

行   政   人   口 １２９，３７６ 

供   用   人   口 １２８，９８５ 

接   続   人   口 １１３，７３４ 

 

２ 生活排水の処理形態別内訳（単位：人） 
   

区           分 令和７年度 

 行 政 人 口 １２９，３７６ 

  生活排水処理人口（接続人口） １１３，７３４ 

    公 共 下 水 道 人 口 ７９，１９３ 

    農業・漁業集落排水施設人口 １３，１１４ 

    コ ミ ュ ニ テ ィ ・ プ ラ ン ト 人 口 ０ 

    浄 化 槽 人 口 ２１，４２７ 

  生 活 排 水 未 処 理 人 口   １５，６４２ 

※用語の定義 

諫早市一般廃棄物処理基本計画では、用語の定義を次のとおり定めている。 

供用人口：計画区域のうち、公共下水道等の整備が完了している区域の人口 
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接続人口：計画区域のうち、公共下水道等に接続している人口 

３ 処理施設の概要 

別表１及び別表２のとおり 

 

４ 浄化槽設置費補助 

所定の区域において浄化槽を設置する者に対して補助金を交付する。 

（所管課：上下水道局経営管理課） 

浄化槽設置費補助計画 

規 模 補助計画 

５人槽 ４２基 

６人槽及び７人槽 ５２基 

８人槽以上  ６基 

 

５ 生活排水対策に関する意識啓発 

生活排水対策に関する意識啓発を行うための実施計画は、次のとおりとする。 

１）啓発イベント等の開催 

  廃食油を用いた石鹸づくり講習会の開催（年４回） 

  環境啓発イベント「いさはやエコフェスタ」を開催する。（１０月） 

 

２）広報誌への記事掲載 

  生活排水対策啓発に関する記事を適時、広報いさはやに掲載する。 

 

３）ポスター、絵画の募集 

  小中学生を対象に募集し、優秀作品については表彰する。 

 

４）水生生物調査の実施 

  小中学生を対象として夏季～秋季の期間に実施予定 
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